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②
未
収
穫
果
実
は
畑
周
辺
に
放
置
せ

ず
、ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
に
入
れ
密
封
し
、

廃
棄
す
る
。

③
施
設
周
辺
の
ナ
ス
科
雑
草（
イ
ヌ
ホ

ウ
ズ
キ
な
ど
）を
除
去
す
る
。

①
防
虫
ネ
ッ
ト
な
ど
で
覆
う
か
、果
実

に
袋
が
け
な
ど
を
行
い
、栽
培
す
る
。

②
畑
周
辺
の
ナ
ス
科
雑
草
は
、除
去
す

る
。

③
栽
培
終
了
後
は
速
や
か
に
片
付
け
を

行
い
、果
実
が
畑
に
残
ら
な
い
よ
う
に

す
る
。

①
発
生
し
て
い
る
地
域
か
ら
の
ナ
ス
科

植
物
の
実
の
つ
い
た
苗
な
ど
は
持
ち
込

ま
な
い
。

②
ナ
ス
科
野
菜
を
仕
入
れ
る
際
、開
封

時
や
小
分
け
時
に
異
常
な
果
実
が
な
い

か
確
認
す
る
。

【
生
産
農
家
】

　被
害
防
止
対
策
を
確
実
に
行
っ
て
く

だ
さ
い
。疑
わ
し
い
果
実
の
出
荷
は
控

え
、す
ぐ
に
関
係
機
関
へ
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
取
り
扱
い
業
者
】

　被
害
果
実
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、確

実
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　平
成
二
十
二
年
十
二
月
に
沖
縄
本
島
で
初
め
て「
ナ
ス
ミ
バ
エ
」

と
い
う
害
虫
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。「
ナ
ス
ミ
バ
エ
」
は
主
に
ナ
ス

科
（
ト
ウ
ガ
ラ
シ
・
ナ
ス
・
ピ
ー
マ
ン
・
ト
マ
ト
な
ど
）
の
果
実
を
食

害
し
、防
除
が
難
し
い
害
虫
で
す
。

ナ
ス
ミ
バ
エ
の
防
除
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

施
設
栽
培
に
お
け
る
対
策

ナ
ス
ミ
バ
エ
未
発
生
地
域
の
対
策

露
地
栽
培
に
お
け
る
対
策

被
害
状
況

防
除
対
策

皆
さ
ま
へ
の
お
願
い

ナスミバエ成虫

ファスナー付二重カーテン

二重カーテン

トマト ナス ピーマン

島とうがらし

トマト ナス
被害果実の写真

テリミノイヌホオズキ

果実を新聞紙などで
覆い、出荷・搬送する

ピーマン

島とうがらし

　緊
急
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、沖
縄

本
島
の
十
八
市
町
村
で
発
生
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。宮
古
地
区
、八
重
山
地
区

を
含
む
離
島
地
域
で
は
、現
在
ま
で
発

生
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。与
那
国

島
で
は
以
前
発
生
し
て
い
ま
し
た
が
、

防
除
対
策
を
実
施
し
、国
の
駆
除
確
認

調
査
を
行
う
予
定
で
す

　被
害
果
実
は
、写
真（
上
図
参
照
）の
よ

う
に
、ナ
ス
ミ
バ
エ
の
幼
虫（
ウ
ジ
虫
）が

果
実
内
を
食
い
荒
ら
し
ま
す
。も
し
、被

害
に
あ
っ
た
果
実
が
出
荷
さ
れ
た
場
合
、

沖
縄
県
産
の
農
産
物
に
対
す
る
大
き
な

イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
と
な
り
ま
す
。

　ナ
ス
科
野
菜
を
栽
培
す
る
場
合
は
次

の
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
施
設
内
へ
の
ナ
ス
ミ
バ
エ
の
侵
入
を

防
ぐ
た
め
に
防
虫
ネ
ッ
ト
を
設
置
し
、

ネ
ッ
ト
や
ビ
ニ
ー
ル
の
破
れ
を
ふ
さ

ぎ
、出
入
口
は
ネ
ッ
ト
に
よ
る
二
重

カ
ー
テ
ン
を
設
置
す
る
。

　集
出
荷
時
や
運
搬
時
に
は
果
実
を
覆

う
よ
う
な
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。発

生
が
疑
わ
れ
る
ナ
ス
科
野
菜
な
ど
は
未

発
生
地
域
に
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
、果

実
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
地
域
住
民
の
み
な
さ
ん
へ
】

　家
庭
菜
園
な
ど
の
栽
培
に
つ
い
て
も

防
除
対
策
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

　被
害
果
実
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、

ビ
ニ
ー
ル
な
ど
で
密
封
し
廃
棄
し
て
く

だ
さ
い
。

　疑
わ
し
い
果
実
が
あ
る
場
合
は
、果

実
を
ビ
ニ
ー
ル
袋
で
密
封
し
、最
寄
り

の
県
病
害
虫
防
除
技
術
セ
ン
タ
ー
、農

業
改
良
普
及
課
、農
業
改
良
普
及
セ
ン

タ
ー
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

●県営農支援課  TEL:098-866-2280　FAX:098-866-2309お問い合わせ
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東北地方太平洋沖地震支援
沖縄県では、東北地方太平洋沖地震に対し、以下の支援を行います。

1．義援金の募集
振り込み口座は以下のとおりです。
(口座名義)
　東北地方太平洋沖地震義援金　文化環境部長(※)　下地　寛
　※４月１日以降は、部局再編のため環境生活部長になります。
(口座番号)

窓口での振込手数料は
免除されています。

沖 縄 銀 行
琉 球 銀 行
沖 縄 海 邦 銀 行
沖 縄 県 労 働 金 庫
コ ザ 信 用 金 庫
沖縄県農業協同組合

No.１２８３１１３
No.１７８１９８
No.００７６８３８
No.３２４５８０１
No.２０２０２８５
No.００１５２３４

２．｢被災地支援センター(仮称)」の立ち上げ
　「被災地支援センター(仮称)」を立ち上げ、市町村と連携して支援物資の受入を行います。県民
の皆さまからの支援物資は、お住まいの市町村に持ち込んでいただきます。
　市町村は持ち込まれた支援物資を仕分けして、県の被災地支援センター（仮称）に持ち込みま
す。県では現地からの要請があり次第、自衛隊に被災地への輸送を依頼します。
 　市町村での受付方法は、お住まいの市町村にお問い合わせください。なお、受入可能な支援
物資の種類には制限があります。詳細については、県のホームページでご確認ください。

３．職員の派遣
　保健・医療関係職員や運転士を現地に派遣しました。現地からの要請があり次第、被災地の
外国人支援要員、土木関係技師など、職員を派遣する用意があります。

４．給水車などの提供
　県企業局、市町村の給水車、作業車などを現地に輸送しました。

５．被災者の受入
　県営住宅、青少年教育施設などへの被災者の受入を準備しています。

６．食料などの提供
　要請に応じて、食料・水を提供できるように準備しています。

幼虫

平成２３年３月１７日現在

県庁出張所(普)
県庁出張所(普)
県庁内出張所(普)
県 庁 支 店(普)
那 覇 支 店(普)
本　　　　店(普)

※県では、領収書の発行は行っていません。


